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医療法人仁寿会石川病院＜訪問リハビリテーション事業＞運営規程 
                                                                         

（当院の目的） 

第１条 医療法人仁寿会石川病院（以下「当院」という。）は、看護、医学的管理の下での機能訓練、ADL

訓練、その他必要な医療と日常生活を営むことができるようにし、1日でも長く家庭での生活がで

きるように支援することを目的とする。この目的に沿って、当院では、以下のような運営の方針

を定める。 

 

 （運営方針） 

第２条 当院は、前条の目的を達成するため、次のことを方針として運営されるものとする。 

  １．事業者の従業者は、要介護者等の心身の状態に鑑み、その有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるよう、その居宅を訪問して、理学療法、作業療法、言語聴覚療法その他必

要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の維持・回復や生活行為の獲得・継

続を図るものとする。 

  ２． 事業の実施にあたっては、関係市町村、居宅介護支援事業所、保健・医療・福祉サービスを

提供する者と、密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

  ３．職員措置については、積極的に当院内外の研修に参加させ、当院に在職していることに意識、

誇りを持てるように理念徹底させるよう努める。 

 

（当院の名称等） 

第３条  

名 称   医療法人仁寿会 石川病院 

所在地   兵庫県姫路市別所町別所 2丁目 150番地 

   

（職員の定数） 

第４条 職員の職種及び員数は、次のとおりとする。 

（1） 管理者   1名 

（2） 医師        1名  

（3） 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士  適切数 

 

  （職務の内容） 

第５条 職員の職務の内容は、次のとおりとする。 

（1） 管理者は、職員及び業務を統括し執行する。 

（2） 医師は、利用者に対し、健康管理及び医療の処置に適切なる処置を講ずる。 

（3） 理学療法士及び作業療法士、言語聴覚士は、医師とともに指定訪問リハビリテーション計画書

の作成等を行い、それに準じたリハビリテーションを行う。 

 

（営業日及び営業時間） 

第６条 当院の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

（1） 営業日は、月曜日から土曜日（ただし、国民の休日、12月 31日、1月 2日、3日を除く） 

（2） 営業時間は、8時 45分から 17時 15分とする。 
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（3） サービス提供時間は、9時 20分から 16時 30分までとする 

 

  （通常の事業の実施地域） 

第 7条 通常の事業の実施地域は、姫路市（東・花田・四郷・城山（一部）・大的・灘（一部）中学校区）、

高砂市（鹿島・竜山・松陽中学校区）とする。 

 

  （訪問リハビリテーションの内容） 

第 8 条 当院のサービスは、利用者に関係する職種の職員の協議によって作成される訪問リハビリテー

ション実施計画書に基づいて、利用者の病状及び「心身機能」、「活動」、「参加」などの生活機能

の維持・向上を図るため、利用者宅を訪れ、リハビリテーションを実施するものとする。その具

体的なサービスを下記に示す。 

（1）訪問リハビリテーション実施計画書の作成 

  （2）リハビリテーションマネジメント 

  （3）個別機能訓練（運動療法、基本動作練習、ADL練習、手指巧緻性練習） 

  （4）生活行為向上リハビリテーション 

（5）口腔機能向上 

（6）相談援助サービス 

（7）在宅生活への助言、指導（ホームエクササイズ、介護技術、住宅改修、介護用品の紹介等） 

（8）関係市町村や居宅介護支援事業所、地域の保健・医療・福祉サービス事業者との連絡調整 

２ 居宅介護支援事業所より、個別サービス計画の提出の依頼があった場合、速やかに協力する。 

 

 （介護予防訪問リハビリテーションの内容） 

第 9 条 当院の介護予防サービスは、利用者に関係する職種の職員の協議によって作成される介護予防

訪問リハビリテーション計画書に基づいて、高齢者の運動機能や栄養改善といった特定の機能の改善

だけを目指すものではなく、これらの心身機能の改善や環境調整等を通じて、一人ひとりの高齢者が

できる限り要介護状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することとし、そ

の具体的なサービスを下記に示す。 

 （1）介護予防訪問リハビリテーション実施計画書の作成 

 （2）運動機能向上 

 （3）口腔機能向上 

 （4）相談援助サービス 

 （5）在宅生活への助言、指導（ホームエクササイズ、介護技術、住宅改修、介護用品の紹介等） 

 （6）関係市町村や地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービス事業者との連絡調整 

２ 居宅介護支援事業所より、個別サービス計画の提出の依頼があった場合、速やかに協力する。 

 

  （利用料等） 

第 10条 当院のサービスの利用料等は、以下のとおりとする。 

１ 訪問リハビリテーションの利用料は、別紙「訪問リハビリテーション料金表」に定めるとおりとす

る。訪問リハビリテーション実施地域以外での訪問リハビリテーションの提供に関しては別途交通費

を請求することとする。 
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  （提供開始の際の説明） 

第 11条 当院は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、サービ

スの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明し、当該提供の開始について同

意を得る。 

 

 （サービスの提供が困難な場合の対応） 

第 12条 利用申し込み者の病状、実施地域等を勘案し、適切な事業を提供することが困難であると認め

た場合は、当該利用申し込み者に係る居宅介護支援事業者への連絡を行い、適切な他の事業者の紹介

等、必要な措置を速やかに講じるものとする。 

 

  （受給資格等の確認） 

第13条 訪問リハビリテーションの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、

被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期限を確認する。 

 

  （居宅介護支援事業者等との連携） 

第 14条 サービスの提供に当たっては、居宅介護支援事業者、その他地域の保健・医療又は福祉サービ

スを提供する者との綿密な連携に努める。 

 2 サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医

及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療又は福祉サービスを提供する者との綿密

な連携に努める。 

 

  （サービス利用に当たっての留意事項） 

第 15条 訪問リハビリテーション利用に当たっての留意事項は、次のとおりとする。 

1 利用者は、故意に当院の備品に損害を与えてはならない。また、原状回復が出来ないときは、損害を

賠償しなければならない。 

2 金銭、貴重品の管理、頼みごとはできない。 

3 利用者は当院職員に対し、営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動等の行為を行ってはならない。 

 

（衛生管理） 

第 16条 当院の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の清潔の保持及び健康状態の管理並びに当院の

設備及び備品等の衛生的な管理に努める。特に、当院の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を感染

の危険から守るため、使い捨て手袋等感染を予防するための備品等を備える。 

 

 （事故発生時の対応） 

第17条 利用者に対する訪問リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、

利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 

 2 当院は、利用者に対する訪問リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損

害賠償を速やかに行う。ただし、当院の責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りではない。 
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  （苦情処理） 

第18条 サービスに関して利用者その家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために苦情を受け付け

る窓口を設置し、その内容等を記録する。 

 

  （守秘義務） 

第 19条 当院の職員に対して、当院の職員である期間及び職員でなくなった後においても、正当な理由

が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう指導教育を適時行う。 

 

 （職員の勤務条件） 

第 20条 就業に関する事項は、別に定める医療法人仁寿会就業規則による。 

 

 （記録の整備） 

第 21条 当院は、施設及び構造設備、職員、会計、訪問リハビリテーション利用の判定並びに利用者な

どに対する訪問リハビリテーションの提供に関する次の諸記録を整備しサービス提供の完結後 5 年間

保存する。 

 １ 管理に関する記録 

（1） 管理日誌 

（2） 職員の勤務状況、給与、研修などに関する記録 

（3） 月間及び年間の事業計画表及び事業実施状況表 

 ２ 利用継続の判定に関する記録 

（1） 訪問リハビリテーション利用開始の判定 

（2） 定期的な判定の経過及び結果 

 ３ 訪問リハビリテーションに関する記録 

（1） 利用者の台帳（病歴、生活歴、家族の状況などを記録したもの） 

（2） 利用者のリハビリ記録 

（3） 診療記録など診療に関する記録 

 ４ 会計経理に関する記録 

 

  （掲示） 

第 22条 管理者は、施設内の見やすい場所に、この告示の概要、利用料、苦情処理の対応、その他利用

者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

 

 （虐待防止に関する事項） 

第 23条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。 

 （1）虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 

 （2）その他虐待防止のために必要な措置 

 ２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に擁護

する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報す

るものとする。 
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（その他運営に関する重要事項） 

第 24 条 当院は、職員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けることができるものとし、

また職務体制を整備する。 

（1）採用時研修 採用後 1ヶ月以内 

（2）継続研修 年 1回以上 

２ この規程に定めるもののほか、当院の運営に関し必要な事項は、医療法人仁寿会と事業所管理者

が協議のうえ定める。 

附則 

  この運営規程は、平成 30年 8月 1日から施行する。 

附則 

  この運営規定は、令和 6年 6月 1日から施行する。 


